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 中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の

同意を得たいので協議します。 

 

 



別 紙 

 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 おおい町は福井県の南西部に位置し、西は大飯郡高浜町、京都府綾部市、南は京都

府南丹市、東は小浜市、滋賀県高島市に隣接する。町域の９０％を占める山林と、美

しいリアス式の眺望が得られる若狭湾に面した山と海の豊かな自然に囲まれた町で

ある。平成１８年３月３１日に旧大飯町と旧名田庄村の合併により誕生した。 

おおい町の人口は、平成２年国勢調査の７，９１３人以降一貫して減少傾向にあり、

令和５年度には７，８００人（令和５年６月３０日現在）で、少子高齢化と総人口の

減少が進んでいる。また、労働力人口も、４，２５２人と減少傾向にある（令和２年

国勢調査）等から、地域社会の維持はもとより地域経済の衰退も懸念される。 

令和２年に改定した「おおい町人口ビジョン」及び平成２７年に策定した「おおい

町未来創生戦略」では、２０６０年における目標人口を現状に基づく推計から約１，

８００人増加させ、約５，８００人の維持を目指している。 

 産業構造は、第３次産業の割合が最も高く６４．９％、第２次産業は２４．７％、

第１次産業は８．６％となっている（令和２年国勢調査）。事業所数を産業大分類別に

みると、建設業が最も多く、続いて宿泊業・飲食サービス業、卸売・小売業となって

いる。従業者数においては、建設業が最も多く、次いでサービス業、さらに電気・ガ

ス・熱供給・水道業となっている（令和３年経済センサス）。 

 中小企業者の実態について、町内事業者に対し実施した経済動向調査（平成２９年

１２月６日～平成３０年１月１２日実施）の結果を見てみると、売上高や採算に関す

る景気動向指数（ＤＩ値）は、全国値より相対的に低い状況となっており、その一因

として、原子力発電所の運転停止による影響が依然として少なくない状況にあること

がうかがえる。また、同調査における事業者が抱える経営課題の項目においては、「業

務の効率化」や「人材確保」を課題とする回答が最も多く、割合に関しても全国値を

大きく上回る結果となっている。 

 一方で、今後１年以内に予定している設備投資についての質問に対しては、「予定

がある」または「検討中」との回答割合が全体の約３４％あるなど、今後の経営に前

向きな姿勢の事業者も多い状況が見受けられる。 

 

 

（２）目標 

 本計画により、町内の中小企業者の先端設備等の導入を促進及び、労働生産性の向

上や経営の強化等を推進し、地域経済の活性化を目指すために、計画期間中に年１件

程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 



（３）労働生産性に関する目標 

 先端設備等導入計画を認定した中小企業者の労働生産性が年率３％以上向上する

ことを目標とする。 

 

 

２ 先端設備等の種類 

 中小企業者による幅広い取組みを促すため、中小企業等経営強化法施行規則第７条

第１項に定める先端設備等の全てを対象とする。ただし、太陽光発電設備に関しては、

景観や環境に配慮し、町内の自己の所有に属する建物に設置するものに限るものとし、

それ以外の設備（土地に自立して設置するものなど）は対象としない。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 対象地域は、広く中小企業者の生産性向上を実現するため、町内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 対象業種・事業は、広く中小企業者の生産性を実現するため、町内の全てを対象と

する。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 令和５年８月２３日から令和７年３月３１日とする。 

 計画期間は原則として２年間であるところ、町全体及び商工労働分野における施策

の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協調・連

動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）人員削減を目的とした取組みを先端設備等導入計画認定の対象としない等、雇

用の安定に配慮する。 

 

（２）公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものについては、

先端設備等導入計画認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 

（３）町税に滞納がある場合は、先端設備等導入計画認定の対象としない。 


